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仕様書 

 

【一般事項】 

１ 適用範囲 

 (1) この仕様書は「公園トイレ利用者数調査業務（以下、「本業務」という。）」に適用す

る。 

 (2) この仕様書に定めのない事項については、契約図書及び札幌市土木設計業務共通仕様

書によるほか、本市の指示によるものとする。 

(3) 契約図書に記載された事項は、この仕様書に優先するものとする。 

 

２ 用語の定義 

  この仕様書において「指示」「承諾」及び「協議」とは次の定義による。 

 (1) 「指示」とは、業務担当職員が受託者に対して指導助言することをいう。 

 (2) 「承諾」とは、受託者が業務担当職員を経由して本市の承諾を得ることをいう。 

 (3) 「協議」とは、本市と受託者の間に業務に関して疑義等が生じた場合に、業務担当職

員と受託者が話し合い、疑義等を解決することをいう。 

 

３ 留意事項 

受託者は契約の履行にあたって、次の各事項に留意のうえ、本業務を行わなければなら

ない。 

(1) 契約金額には、必要経費一切を含む。 

(2) 定められた期間内に業務を完了するよう、作業の効率化・円滑化に努めること。 

(3) 契約図書及び本市の指示に従い、本業務の意図・目的を十分に理解したうえで、本業

務にあたること。 

(4) 関係法規、規則等諸法令を遵守すること。 

 (5) 受託者は、本市に対し、本件契約に基づく成果物（印刷物、提出された原稿・データ

など全て）に関連する著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第27条及び第28条に規

定する権利を含む。）を譲渡するものとする。 

(6) 受託者は成果物に関する著作者人格権を、本市又は本市が指定する第三者に対して将

来にわたり行使しないこと。 

(7) 受託者は、本市に対し、第三者の著作権、著作者人格権及びその他特許権、商標権、

肖像権を含むいかなる知的財産権を侵害するものではないことを保証すること。第三者

から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、受託者は自己の費用及び責任におい

てこれを解決するものとし、かつ本市に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償

するものとする。 

 (8) 本業務に関して生じる問題点は、本市、受託者の双方が協議し、処理すること。 

(9) 本業務の履行においては、使用する製品等を含め、環境負荷の低減に努めること。 

 

４ 疑義の解釈 

  この仕様書に定める事項について疑義を生じた場合の本業務の細目については、本市と

協議を行うこと。 

 

５ 業務担当職員 

本市は、本業務の処理について必要な連絡指導にあたる業務担当職員を定め、受託者に

通知する。業務担当職員を変更した場合も同様とする。 

 

６ 業務主任者 

(1) 受託者は、本業務の処理について業務主任者を定め、本市に契約締結後速やかに通知

 



すること。業務主任者を変更した場合も同様とする。 

(2) 業務主任者は、本業務を運営・管理するうえで必要な能力と経験を有する者でなけれ

ばならない。 

(3) 業務主任者は、本市との連携を密とし、適宜協議又は打合せを行いながら、誠実に業

務を進めるものとする。 

 

【履行】 

１ 提出書類 

(1) 受託者は、契約締結後速やかに業務着手届、業務主任者指定通知書、業務主任者経歴

書、業務日程表を提出すること。特に、業務日程表については、事前に業務担当職員と

協議し、承諾を得たものを提出すること。 

(2) 承諾及び協議は、原則として書面により行うものとする。また、本市の行う指示につ

いても同様とする。 

 

２ 打合せ 

(1) 打合せは本業務着手時及び本業務の主要な区切りにおいて行うものとし、その結果を

記録し、相互に確認するものとする。また、随時、簡易な連絡事項や進捗状況を電話や

メールでやり取りし、相互に調整するものとする。 

(2) 本業務の実施にあたって、業務担当職員と業務主任者は十分な連絡を取り、その連絡

事項を記録し、相互に確認するものとする。 

 

３ 事故及びトラブル報告 

受託者は、業務の履行中に事故やトラブルが発生した場合、被災者がいる場合には被災

者に対し適切、迅速に誠意をもって対応することとし、直ちに本市に報告するとともに、

業務事故報告書を速やかに提出すること。 

 

４ 業務の完了 

(1) 受託者は本業務を完了したときは、速やかに業務完了届及び業務実施報告書、その他

成果品一式を製本（カラー）１部と電子データにて提出すること。なお、成果品の提出

にあたり、事前に内容について本市と協議し、本市指示事項を含めた内容で作成し、承

諾を得ること。なお、成果品の詳細は、下記業務内容のとおり。 

(2) 受託者は、本業務が完了したとき、受託者の責に帰すべき理由による成果品の不良箇

所が発見された場合は、速やかに訂正、補足、その他必要な措置を講じること。 

 

５ 個人情報の取り扱い 

(1)別記1「個人情報の取扱いに関する特記事項」及び別記2「個人情報取扱安全管理基準」

を全て遵守すること。 

(2)公園利用者からの問い合わせなどにおいて、意図せず個人情報を取扱う場面が生じた

場合、手書きによる記録とし、その報告は電話で行うものとする。なお、記録にあたっ

ては機器及び電子媒体等は使用しないこと。 

 

６ 業務の履行期間 

契約締結日から令和７年10月31日まで 

 

７ 納入・検査場所 

  札幌市建設局みどりの推進部みどりの推進課（札幌市中央区南１条東１丁目大通バスセンタービル１号館６階）  

 

 



別記1 

 

個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

 （個人情報の保護に関する法令等の遵守） 

第１条 受託者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下「個人

情報保護法」という。）、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律につ

いての事務対応ガイド（行政機関等向け）」（以下「事務対応ガイド」という。）、「札幌市

情報セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特記事項（以下

「特記事項」という。）を遵守しなければならない。 

 

 （管理体制の整備） 

第２条 受託者は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報をいう。以

下同じ。）の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持しなけ

ればならない。 

 

 （管理責任者及び従業者） 

第３条 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面（当該書面

に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）により委託者に報告しなけ

ればならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を定め

なければならない。 

３ 受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認

を得なければならない。 

４ 受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならな

い。 

５ 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければな

らない。 

６ 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 

 

 （取扱区域の特定） 

第４条 受託者は、個人情報を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）を定め、業務の

着手前に書面により委託者に報告しなければならない。 

２ 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を

得なければならない。 

３ 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所か

ら持ち出してはならない。 

 

 （教育の実施） 

第５条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項にお

ける従業者が遵守すべき事項その他本委託等業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、

従業者全員に対して実施しなければならない。 

２ 受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確

立しなければならない。 

 

 （守秘義務） 

第６条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏

らしてはならない。 



２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情

報を他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

４ 受託者は、本委託等業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関する誓

約書を提出させなければならない。 

 

 （再委託） 

第７条 受託者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本委託等業務の一部を第三者へ委

託（以下「再委託」という。）してはならない。 

２ 受託者が再委託する場合には、あらかじめ委託者に申請し、委託者から書面により承諾

を得なければならない。 

３ 受託者は、本委託等業務のうち、個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する場合には、

委託者に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。 

 (1) 再委託先の名称 

 (2) 再委託する理由 

 (3) 再委託して処理する内容 

 (4) 再委託先において取り扱う情報 

 (5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策 

 (6) 再委託先に対する管理及び監督の方法 

４ 受託者は、前項の申請に係る書面を委託者に対して提出する場合には、再委託者が委託

者指定様式（本契約締結前に受託者が必要事項を記載して委託者に提出した様式をいう。）

に必要事項を記載した書類を添付するものとする。 

５ 委託者が第２項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託先に対して本

契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して再委託先の全ての行為及

びその結果について責任を負うものとする。 

６ 委託者が第２項から第４項までの規定により、受託者に対して個人情報を取り扱う業務

の再委託を承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する

管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 

７ 前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監督するととも

に、委託者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。 

 

 （複写、複製の禁止） 

第８条 受託者は、本委託等業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が

記録された資料等を、委託者の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。 

 

 （派遣労働者等の利用時の措置） 

第９条 受託者は、本委託等業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行

わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければなら

ない。 

２ 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責

任を負うものとする。 

 

 （個人情報の管理） 

第１０条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を保持している間は、事務対

応ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところによ

り、当該個人情報の管理を行わなければならない。 

 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化し、

取扱規程等を策定すること。 



 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏

えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこ

と。 

 (3) 従業者の監督・教育を行うこと。 

 (4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の

取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行

うこと。 

 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報

漏えい等の防止を行うこと。 

 

 （提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第１１条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報について、本委託等業務以外

の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 

 

 （受渡し） 

第１２条 受託者は、委託者と受託者との間の個人情報の受渡しを行う場合には、委託者が

指定した手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、委託者は、受託者に

対して個人情報の預り証の提出を求め、又は委託者が指定する方法による受渡し確認を行

うものとする。 

 

 （個人情報の返還、消去又は廃棄） 

第１３条 受託者は、本委託等業務の終了時に、本委託等業務において利用する個人情報に

ついて、委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。 

２ 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に

消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日

を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これ

に応じなければならない。 

４ 受託者は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録され

た電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措

置を講じなければならない。 

５ 受託者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、委託者に対してその日時、担当

者名及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。 

 

 （定期報告及び緊急時報告） 

第１４条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合

は、直ちに報告しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければ

ならない。 

 

 （監査及び調査） 

第１５条 委託者は、本委託等業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づ

き必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委託者に対

して、実地の監査又は調査を行うことができる。 

２ 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託等

業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 

 

 （事故時の対応） 



第１６条 受託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情報保護法違反

又はそのおそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有

無にかかわらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故

の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者と

の連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するた

めに、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 委託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応

じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

 

 （契約解除） 

第１７条 委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項に関連

する委託等業務の全部又は一部を解除することができる。 

２ 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に

対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 

 （損害賠償） 

第１８条 受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないことに

よって委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を

賠償しなければならない。 

 

 



 

別記2 

 

個人情報取扱管理安全管理基準 

 

１ 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 

  個人情報の適正な取扱いの確保について基本方針を策定していること。 

  また、以下の内容を記載した個人情報の保護に関する規程及び個人情報の取扱手順等が

定められていること。 

 (1) 組織的安全管理措置 

 (2) 人的安全管理措置 

 (3) 物理的安全管理措置 

 (4) 技術的安全管理措置 

 ※ 上記(1)～(4)の具体的内容については、個人情報保護委員会ホームページ 

（https://www.ppc.go.jp）に掲載されている「個人情報の保護に関する法律について

の事務対応ガイド（行政機関等向け）」の「４－３－１」の「安全管理措置（法第６６

条）」を御確認ください。 

 

２ 個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置 

  個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者が定められており、基本方針、

規程及び個人情報の取扱手順等に明記されていること。 

 

３ 従業者の指定、教育及び監督 

 (1) 個人情報の秘密保持に関する事項が就業規則等に明記されていること。 

 (2) 個人情報を取り扱う従業者を指定すること。 

 (3) 個人情報の取扱い、情報システムの運用・管理・セキュリティ対策及びサイバーセキ

ュリティの研修計画を策定し、従業者に対し毎年１回以上研修等を実施していること。

また、個人情報を取り扱う従業者は、必ず１回以上研修等を受講している者としてい

ること。 

 (4) 総括保護管理者及び保護管理者は、従業者に対して必要かつ適切な監督を行うこと。 

 

４ 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 

 (1) 個人情報を取り扱う管理区域を明確にし、当該区域に壁又は間仕切り等を設置するこ

と。 

  【管理区域の例】 

  ・ サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 

  ・ 個人情報を保管する区域 

  ・ その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域 

 (2) (1)で設定した管理区域について入室する権限を有する従業者を定めること。 

   また、入室に当たっては、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別化及び

部外者が入室する場合は、管理者の立会い等の措置を講ずること。さらに、入退室の記

録を保管していること。 

 (3) (1)で設定した管理区域について入室に係る認証機能を設定し、パスワード等の管理

に関する定めの整備及びパスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる

こと。 

 (4) 外部からの不正な侵入に備え、施錠装置、警報措置及び監視装置の設置等の措置を講

ずること。 

 (5) 管理区域では、許可された電子媒体又は機器等以外のものについて使用の制限等の必



要な措置を講ずること。 

 

５ セキュリティ強化のための管理策 

  情報資産の盗難、紛失、持出し、複写・複製、目的外の使用及び第三者への提供を防止

するため以下の対策を実施していること。 

 (1) 個人情報の取扱いに使用する電子計算機等は、他のコンピュータと接続しない単独に

よる設置又は当該業務に必要な機器のみと接続していること。また、インターネット及び

当該業務を実施する施設外に接続するイントラネット等の他のネットワークに接続して

いないこと。ただし、本市の許可を得た場合はこの限りでない。 

 (2) 個人情報の取扱いにおいてサーバを使用している場合は、当該業務を実施する施設内

に設置していること。また、サーバへのアクセス権限を有する従業者を定めること。さら

に、部外者のアクセスは必要最小限とし、管理者の立会い等の措置を講ずること。ただし、

本市の許可を得た場合はこの限りでない。 

 (3) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機等は、アクセス権等を設定し、使用で

きる従業者を限定すること。また、アクセスログやログイン実績等から従業者の利用状況

を記録し、保管していること。 

 (4) 記録機能を有する機器の電子計算機等への接続制限について必要な措置を講ずるこ

と。 

 (5) 本市が貸与する文書、電子媒体及び業務にて作成した電子データを取り扱う従業者を

定めること。 

 (6) 業務にて作成した電子データを保存するときは、暗号化又はパスワードにより秘匿す

ること。また、保存した電子データにアクセスできる従業者を限定するとともにアクセス

ログ等から従業者の利用状況を記録し、契約期間終了後、１年以上保管していること。 

 (7) 本市が貸与する文書及び電子媒体は、施錠できる耐火金庫及び耐火キャビネット等に

て保管すること。また、書類の持ち出し記録等を作成していること。 

 (8) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機は、従業者が正当なアクセス権を有す

る者であることをユーザID、パスワード、磁気・ICカード又は生体情報等のいずれかによ

り識別し、認証していること。 

 (9) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機は、セキュリティ対策ソフトウェア等

（ウィルス対策ソフトウェア等）を導入していること。 

 (10)業務にて作成した電子データを削除した場合は、削除した記録を作成していること。

また、削除したことについて証明書等により確認できる措置を講ずること。 

 (11)個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機等を廃棄する場合は、専用のデータ削

除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用すること。 

 (12)本市の許可なく第三者に委託しないこと。 

 

６ 事件・事故における報告連絡体制 

 (1) 従業者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の管理者への報告

連絡体制を整備していること。 

 (2) 情報の漏えい、滅失又は毀損等事案の発生又は兆候を把握した場合の従業者から管理

者等への報告連絡体制を整備していること。 

 (3) 情報の漏えい、滅失又は毀損等事案が発生した際の本市及び関連団体への報告連絡体

制を整備していること。併せて、事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の検討並び

に決定等に係る体制及び手順等を整備していること。 

 

７ 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制 

  本市が貸与する文書、電子媒体及び左記書類等に基づき作成される電子データを持ち運

ぶ場合は、施錠した搬送容器を使用すること。また、暗号化、パスワードによる保護、追



跡可能な移送手段等により、破損、紛失、盗難等のないよう十分に配慮していること。 

 

８ 関係法令の遵守 

  個人情報の保護に係る関係法令を遵守するために、必要な体制を備えていること。 

 

９ 定期監査の実施 

  個人情報の管理の状況について、定期に、及び必要に応じ、随時に点検、内部監査及び

外部監査を実施すること。 

 

１０ 個人情報取扱状況報告書の提出 

  本市の求めに応じ、又は当該業務契約に基づき、各月の期間ごとの役務完了の書面提出

時において、個人情報を取扱う場面が生じた場合、速やかに本市が指定する様式にて個人

情報取扱状況報告書を提出すること。別記1「個人情報の取扱いに関する特記事項」第12

条にある個人情報の受け渡し状況についても個人情報取扱状況報告書に記載すること。 

 

１１ 情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ISMS」という。）又はプライバシー

マーク等の規格認証 ISMS（国際標準規格 ISO/IEC27001:2013、日本工業規格

JISQ27001:2014）、プライバシーマーク（日本工業規格JISQ15001:2006）等の規格認証

を受けていること。 

 

 



【業務内容】 

１ 業務名 

公園トイレ利用者数調査業務 

 

２ 業務概要 

本業務は、公園トイレ利用者数及び公園利用者数の調査を行うものである。 

 

３ 業務詳細 

 (1) 利用者数調査の実施 

  ア 調査対象公園 

   ・下表のとおり全８公園とする。 

No. 公園名 住所 種別 面積 

1 菊水元町ポプラ公園 白石区菊水元町１条３丁目 街区 3,499㎡ 

2 ライブヒルズわんぱく

公園 

清田区平岡公園東５丁目 街区 4,995㎡ 

3 真駒内あさひ公園 南区真駒内332-146 街区 5,000㎡ 

4 三晃ぼうけん公園 手稲区前田8条10丁目 街区 7,526㎡ 

5 東栄公園 東区本町1条6丁目 街区 3,128㎡ 

6 手稲フレンド公園 手稲区前田6条16丁目 街区 3,130㎡ 

7 厚別南白樺公園 厚別区厚別南2丁目 街区 7,140㎡ 

8 美しが丘ひまわり公園 清田区美しが丘2条6丁目 街区 3,314㎡ 

 

イ 調査項目 

   ① 公園トイレ利用者数 

    ・別紙様式に基づき、トイレを利用した延べ人数を計測する。 

   ② 公園利用者数 

    ・別紙様式に基づき、１時間に１度（正時）、その時点に公園内にいる人数を計測

する。 

    ・なお、面積が大きく、１度に全体を見渡せない公園の場合は、園内を歩いて全体

人数を計測する。 

  ウ 調査回数 

   ・１公園あたり、以下のとおり計８回とする。 

～夏休み期間以外（～9/30）：平日２回、休日（土日祝）２回の計４回 

～夏休み期間（7/26～8/24）：平日２回、休日（土日祝）２回の計４回 

  エ 調査時間 

   ・午前６時から午後５時までとする。 

  オ 調査期間 

   ・原則、業務着手日から9月30日までの期間とする。 

   ・なお、やむを得ず上記期間内で調査を終えることができなかった場合は、本市と協

議の上、期間外に調査すること。 

  カ 調査条件等 

   ・上記イの２つの調査は、公園ごとに調査員１名配置することで、調査員１名により

まとめて同日中に行うこと。 

   ・全８公園の調査は、原則、同日中にまとめて実施することで、計８日間（回）のう

ちに済ませること。 

   ・調査は、天気予報（原則、気象庁データ）で降水確率が低く、最高気温が20℃以上

のときに実施すること。なお、雨天等の日は調査してはならない。調査開始後に降



雨があった場合は、本市と協議の上、再度調査すること。 

   ・本市が事前に伝えるイベント等の開催日は調査してはならない。 

   ・事前情報のないイベント等があった場合は、その調査は有効とするが、通常の公園

利用者とイベント等の参加者を可能な限り分けて計測すること。 

   ・調査する際は、通常の公園利用に影響を与えないよう、調査員の園内配置や服装、

行動等に配慮すること。また、調査員は、別途本市から貸与する身分証明書、腕章

を身に着けること。 

・業務主任者は、調査日ごとに各公園を見回り、調査員による調査状況を把握すると

ともに、写真撮影し記録すること。 

   ・調査員は、公園利用者等からの問い合わせに対しては、丁寧に対応すること。 

  キ 事前調整事項 

   ・業務主任者は、調査前に現地確認することで各公園の状況を把握し、調査当日に従

事する調査員に対し、調査する上での必要な注意事項等を説明すること。なお、調

査員ごとの作業工程などに差異が生じないよう配慮すること。 

   ・調査の１週間前を目途に、調査スケジュール表、調査員園内配置図を本市に提出し、

承諾を得ること。なお、調査スケジュール表は、天気予報等により変動するため、

随時更新し本市に提出、承諾を得ること。また、調査員園内配置図の作成にあたっ

ては、別途本市から公園台帳敷地図を提供する。 

   ・調査の１週間前を目途に、調査員の身分証明書交付願い及び氏名・生年月日一覧を

本市に提出すること。 

 (2) 報告書作成 

・別紙様式により調査した各公園の情報を一覧表にまとめること。 

・調査した公園それぞれで、公園トイレ利用者数及び公園利用者数について、夏休 

み期間・夏休み期間以外の平日平均人数、土日祝平均人数などを算出すること。 

 ・各公園の調査日ごとの様式や記録写真を取り揃えること。 

 



様式 1 公園トイレ利用者数調査集計表

公園名：
実施日：
天　候： 最高気温：　（※気象庁発表データ）

時間 備考
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 計

小学生以下
中高生
大人
小学生以下
中高生
大人

計
小学生以下
中高生
大人
小学生以下
中高生
大人

計

小学生以下
中高生
大人
小学生以下
中高生
大人

小学生以下
中高生
大人
小学生以下
中高生
大人

小学生以下
中高生
大人
小学生以下
中高生
大人

小学生以下
中高生
大人
小学生以下
中高生
大人

計
小学生以下
中高生
大人
小学生以下
中高生
大人

計

※小学生以下・中高生の判定は推測で行う。
※公園外利用者による利用とは、公衆トイレとしての利用を指す。
　（公園利用者による利用）
　　・公園内で遊び、休憩、散策、運動等を行った者の利用
　　・車で来てトイレを使用した後、ベンチ等で休憩や食事をとった後、立ち去る。
　　・散歩途中でトイレを使用し、そのまま公園内の園路を散歩した後、立ち去る。
　（公園外利用者による利用）
　　・車で来てトイレを使用し、園路入口や歩道上で一休みして立ち去る。
　　・車で来てトイレを使用し、そのまま車内で寝てから立ち去る。
　　・散歩途中でトイレを使用し、そのまま立ち去る。
※事前情報のないイベント（町内会イベント、運動会等）があった場合はそれを備考に記載し、別計上する。
※本様式に準ずる様式を使用してもよい。

※事前情報のないイベン
トが開催されていた場合
に使用

※事前情報のないイベン
トが開催されていた場合
に使用

自
動
車
等

女性

男性

女性

男性

女性

公園利用者による利用

公園外利用者による利用

徒
歩

自
転
車

計

計

計

公園利用者数
※1時間毎の計
測

男性

女性
通常

イベ
ント

男性

女性

計

通常

男性

女性

計
計

イベ
ント

男性

　降雨（有れば〇、詳細は備考に記載）

公園トイレ利
用者数
※全利用人数
の計測

男性

女性



工種 種別 細目 単位 数量 単価 金額 摘要

1 第１号内訳書

1 第２号内訳書

1 直接原価×諸経費率

10％
消費税相当額

業務委託費

小計

業務価格

直接原価

諸経費 式

業務委託費内訳書

直接人件費 式

直接経費 式



一金

工　　種 形　　質 単位 摘要

1 式 円 円 単価算出調書１

1 回 円 円 単価算出調書２

64 回 円 円 単価算出調書３

8 回 円 円 単価算出調書４

1 式 円 円 単価算出調書５

1 式 円 円 単価算出調書６

　 　

円
円

合　　　　　計

作業計画等準備

現地確認 8公園分

利用者数調査
公園ごと
6時から17時まで

調査日見回り確
認

調査日ごと
8公園分/回

報告書作成

打合せ
計３回（初回、中
間、完了時）

直接人件費一式内訳書 第１号内訳書

円也

数　　量 単価 金額



一金

工　　種 形　　質 単位 摘要

1 式 円 円 単価算出調書７

1 式 円 円 単価算出調書８

1 式 円 円 単価算出調書９

　 　

円
円

合　　　　　計

交通費 現地確認１回分

交通費 64

交通費
調査日見回り確認
８回分

直接経費一式内訳書 第２号内訳書

円也

数　　量 単価 金額


